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１ 秩父地域の概要

①地勢

秩父
ち ち ぶ

市、横瀬
よ こ ぜ

町、皆野
み な の

町、長瀞
ながとろ

町及び小鹿野
お が の

町の１市４町で構成される秩父地域は、埼玉県

の北西部に位置し、東京、群馬、長野、山梨の１都３県に接する山岳地域です。

面積は約 892.62km2、人口は約 9万人。荒川に水源を有し、地域の８割を森林が占めるなど

緑豊かな自然環境を形成していますが、昭和 50年代以降人口減少が続いており、老年人口比

率が県内でも高い地域となっています。これは、少子化に加え、就学・就労期の若年人口の

流出が大きな要因であると考えられます。面積は県土面積の 23.5％ですが、人口は県人口の

1.3％となっており、人口密度が低い地域であると言えます。

気候は、太平洋側内陸性気候に属し、概ね温暖ですが、盆地であるため寒暖の差が大きく、

最高気温と最低気温の年平均値による気温較差は 11.3℃となっています。また、夏季には雷

雨が多く発生し、降水量も多く、冬季にはかなりの積雪量となります。

②歴史

わが国最古の流通貨幣といわれる「和同開珎」ゆかりの地として知られるなど、古い歴史

を持っています。早くから養蚕、絹織物など多彩な生産が行われ、物資の集散地として発展

し独自の習慣や風俗も形成されました。

江戸時代には秩父札所巡礼が盛んになり、信仰と観光を兼ねて訪れる白装束の人々でにぎ

わうようになりました。

明治以降、交通網の整備に伴い地域内外との交流も活発になり、セメント産業をはじめ、

繊維産業、林業などが盛んになりました。

近年は産業構造の変化に伴い、電子部品や精密機械器具製造などの「ものづくり産業」が

中心となっています。また国・県の自然公園にも指定されている美しい自然をはじめ、寺社

や文化財の見学や札所めぐりなどに訪れる観光客が多く見られ、歴史的・文化的建築物や遺

跡、祭り、温泉、ダムなど多くの観光資源に恵まれています。
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２ 秩父広域市町村圏組合水道事業の概要

秩父地域の位置

２ －（１）水道事業広域化の概要

現在の水道事業は、著しい人口減少や、節水志向の高まり等により料金収入が減少してい

く一方、老朽化した施設の維持管理や更新にかかる費用の増大、災害対策への取組み、専門

職員の減少など、水道事業を取り巻く様々な課題に、従来の単独事業体で対応していくには

困難な状況にあります。

このような状況の中、秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町の１市４町は、水道事業

の統合(広域化) により様々な課題の解決にあたることで合意し、秩父地域の水道事業はそれ

まで個別に運営していた水道事業を１つに統合し、平成 28年 4月 1 日から秩父広域市町村圏

組合の一事務として経営することになりました。

今回の広域化により、業務の共同化や集中管理、施設の統廃合による効率的な給配水や維

持管理の実施に加え、国の交付金制度や民間技術を活用した事業運営が行えるなど、各水道

事業単独で事業を行った場合と比べて、その費用を抑制することができます。

今後も、技術基盤と経営基盤の強化を図りながら安全・安心な水道水を将来にわたり安定

的に供給していくため、一層努力していきます。

※秩父広域市町村圏組合とは

秩父地域の１市４町（秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町）は昭和 45 年、地方自治法に基づく特別地

方公共団体（一部事務組合）として「秩父広域市町村圏組合」を設立し、消防やごみ処理、福祉保健などの事務・

事業を共同で処理している。平成 28 年 4月からその共同処理の１つに水道事業を加えた。
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２ －（２）水道事業広域化の歩み

9月24日 １市４町全てで「水道事業運営の見直し」の形成協定締結

11月2日 「秩父地域水道広域化委員会」設立会議及び第1回委員会開催

平成24年 10月13日 第3回秩父地域水道広域化委員会において「組織統合」に向けて検討していくとの結論

1月7日 第17回ちちぶ定住自立圏推進委員会において「経営統合に向けて検討すること」を承認

8月6日
第18回ちちぶ定住自立圏推進委員会において、広域化統合事務所を設置するための「覚書」
を締結することを決定

9月24日 「水道広域化準備室の設置に関する覚書」の締結式

l月8日
第20回ちちぶ定住自立圏推進委員会において、事務所の位置、派遣人数、予算案などが報告
され承認

4月1日 秩父地域水道広域化準備室が発足（場所：別所浄水場２Ｆ、人員：７名）

8月5日
第21回ちちぶ定住自立圏推進委員会
・基本構想・基本計画策定のための協議

9月8日
１市４町首長会議
・水道広域化の統合形態については、秩父広域市町村圏組合の１事業として水道事業を実施
することで合意

9月22日 秩父地域水道事業広域化基本構想（ビジョン）策定審議会委嘱状交付式

l0月8日 第22回ちちぶ定住自立圏推進委員会

12月24日
第23回ちちぶ定住自立圏推進委員会
・基本構想策定審議会より答申
・パブリックコメントの実施について決定

2月16日
「秩父地域水道事業広域化基本構想（ビジョン）（案）に基づく水道広域化」意見募集（パ
ブリックコメント）の実施（～3/17まで）

2月18日～
3月2日

「秩父地域水道広域化住民説明会」を各市・町の6会場において開催

3月30日
第25回ちちぶ定住自立圏推進委員会
・基本構想・基本計画の決定

6月9日～
6月17日

各市町６月定例議会において「秩父広域市町村圏組合の共同処理する事務の変更及び同組合
の規約変更について」の議案を可決

7月28日
埼玉県知事より秩父広域市町村圏組合の共同処理する事務の変更及び組合規約の変更につい
て許可決定

2月24日
秩父広域市町村圏組合議会平成28年第1回定例会において「秩父広域市町村圏組合水道事業
の設置等に関する条例」の議案を可決

3日31日 厚生労働大臣より「秩父広域市町村圏組合水道事業創設認可」を受ける

4月1日 秩父広域市町村圏組合水道事業開始

平成23年

平成25年

平成26年

平成28年

平成27年
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２ －（３）水道事業広域化後の歩み

4月1日 秩父広域市町村圏組合水道事業開始

7月26日 耐震基幹管路（Ａルート）布設工事開始

2月24日 橋立浄水場管理棟建築開始

8月1日 秩父広域市町村圏組合水道事業経営戦略策定

2月28日 水管橋竣工（秩父市荒川久那地内）

9月7日 「秩父広域市町村圏組合水道事業経営審議会」を設置

1月25日～
11月22日

「秩父広域市町村圏組合水道事業経営審議会」を８回にわたり開催
・財政計画（料金改定案）について
・答申書案について

2月14日
橋立浄水場管理棟竣工
・3月20日管理棟竣工式典を開催

4月1日 「大滝・荒川事務所」を荒川総合支所から橋立浄水場管理棟へ移転

10月12日
令和元年東日本台風（台風19号）により各地域で被災
・別所浄水場被災により一部地域で断水が発生、自衛隊への災害派遣及び(公社)日本水道協
会による応援給水を要請

12月20日 秩父広域市町村圏組合水道事業経営審議会の答申書手交式

4月15日～
5月15日

水道料金の統一（改定）についてパブリックコメントを実施

4月22日 耐震基幹管路（Ｂルート）布設工事開始

9月29日～
10月16日

「秩父広域市町村圏組合水道事業住民説明会」を各市・町の５会場において開催

11月17日
秩父広域市町村圏組合議会令和2年第3回定例会において料金統一を目的とした「秩父広域市
町村圏組合水道事業給水条例の一部を改正する条例」の議案を可決

3月11日 樋口配水池竣工

秩父広域市町村圏組合水道事業の水道料金を統一
・横瀬町と小鹿野町は町の施策により10月1日より適用

吉田事務所と小鹿野事務所を「西秩父事務所」に統合、旧吉田事務所は吉田総合支所から旧
小鹿野事務所内へ移転

8月1日
秩父地域水道事業広域化基本構想及び基本計画改定
秩父広域市町村圏組合水道事業経営戦略改定

8月31日 別所浄水場西側法面の災害復旧工事が完了し、東日本台風による災害復旧工事は全て終了

2月24日 新秩父ミューズパーク送水第一ポンプ室竣工

2月28日 影森配水池竣工

3月29日
知事要望
・生活基盤施設耐震化等交付金の補助対象期間の延長、県内水道一本化による広域化の早期
実現を要望

9月29日 水道施設台帳管理システム導入

4月1日

平成28年

平成30年

令和元年

令和2年

令和3年

平成29年

令和4年
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２ －（４）水道の水源

主な水源は、荒川、橋
はし

立
だて

川、浦
うら

山
やま

川、横瀬川、吉
よし

田
だ

川、赤
あか

平
ひら

川などの荒川水系の表流水・伏

流水と、身馴
み な れ

川の利根川水系の表流水であり、一部の地域を除いて、水量に恵まれていると

いえます。

秩父地域全体の年間取水量は 1,654 万 m3 であり、その水源の内訳は、表流水、伏流水が

1,652 万 m3（99.9%）、地下水・湧水で 2万 m3（0.1%）となっています。

２ －（５） 給水人口及び水道施設の概要

秩父地域の給水人口等は、給水人口 93,280 人、給水区域面積 374.26km2、人口密度 249.2

人/km2であり、１市４町の行政区域内人口は 94,627 人です。

管路は、地域内に約 1,133km 布設されており、その内訳は秩父市で約 668km、横瀬町で約

82km、皆野町・長瀞町で約 185km、小鹿野町で約 198km です。秩父地域の一人当たり管路延長

は 12.1m であり、埼玉県の一人当たり管路延長 3.9m と比べると 3.1 倍長く、維持管理面など

において非効率的といえます。

浄水場は、地域内に 39か所あり、1,000m3/日以上の処理能力がある主要浄水場は、秩父市

の別所浄水場、橋立浄水場、塚越浄水場、安谷川浄水場、谷津川浄水場、横瀬町の姿見山浄水

場、山口浄水場、小鹿野町の小鹿野浄水場、皆野町の皆野浄水場の９か所です。その中でも、

別所浄水場と橋立浄水場は、処理能力の規模や地形（位置、標高）においても秩父地域の拠

点となる浄水場といえます。

①行政区域内人口 ②給水人口 ③給水区域面積 ④人口密度

(人） (人） （K㎡） ②／③（人/K㎡）

秩父圏域内 94,627 93,280 374.26 249.2

秩 父 市 59,879 59,722 299.99 199.1

横 瀬 町 7,937 7,900 8.83 894.7

皆野・長瀞 16,041 15,016 20.16 744.8

小 鹿 野 町 10,770 10,642 45.28 235.0

秩父地域の給水人口等

地 域 名

※令和4年4月1日現在

①給水人口 ②管路延長 ③一人当たり管路延長

(人） (ｍ） ②／①（ｍ/人）

埼玉県 7,329,919 28,642,867 3.9

秩父圏域内計 93,280 1,133,202 12.1

秩 父 市 59,722 668,728 11.2

横 瀬 町 7,900 82,359 10.4

皆野・長瀞 15,016 184,658 12.3

小 鹿 野 町 10,642 197,457 18.6

※令和3年度末現在。ただし、埼玉県の数値は令和2年度末現在のもの

一人当たり管路延長

地 域 名

参考文献：『埼玉県の水道 令和3年度版』 埼玉県保健医療部生活衛生課編
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秩父地域における浄水場

地区名

計

中双里浄水場 10

大指浄水場 10

生川浄水場

中井浄水場 26

337

9

寺坂浄水場

大畑浄水場 24

39箇所 69,674

小鹿野浄水場 5,500

竹平浄水場 701

浦島浄水場

倉尾浄水場 272

河原沢浄水場 180

皆野・長瀞

皆野浄水場 3,913

三沢浄水場

横瀬町

462

煤川浄水場 30

450

森下浄水場 144

小鹿野町

初花浄水場

中郷浄水場 29

姿見山浄水場 8,000

山口浄水場 1,760

270

金沢浄水場 56

400

三山浄水場

大谷日向浄水場 41

三峰浄水場 88

半納浄水場 81

南浄水場 63

白岩浄水場 47

大血川浄水場 185

中津川浄水場 90

女形浄水場 46

400

高篠浄水場 460

落合浄水場 249

栃本浄水場 351

浄水場名 浄水能力
（m3/日）

秩父市

別所浄水場 20,000

橋立浄水場 18,000

塚越浄水場 2,588

大田浄水場 440

安谷川浄水場 2,210

谷津川浄水場 1,752

石間浄水場
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２ －（６）水道事業の沿革

①秩父市の水道事業沿革

秩父市の上水道事業は、旧秩父市が大正 13 年に給水を開始し、旧吉田町は昭和 38 年に給水

を開始した。その後、平成 17年に市町村合併を経て上水道事業を統合した。

地区名 事業名
認可年度

年月

給水開始

年月

計画給水人口

（人）

計画１日最大給水量

（㎥/日） 

旧秩父地区 創設 Ｔ11.10 Ｔ13.11 15,000 1,650

第１次拡張 Ｓ33.8 Ｓ38.4 40,000 10,000

第２次拡張 Ｓ39.12 Ｓ45.4 50,000 18,000

第３次拡張 Ｓ53.3 Ｓ58.3 55,700 30,635

第４次拡張 Ｈ2.3 Ｈ4.4 62,200 39,000

吉田地区 創設 Ｓ37.3 Ｓ38.11 3,000 450

第１次拡張 Ｓ46.3 Ｓ49.4 6,500 2,050

第２次拡張 Ｈ16.3 Ｈ20.4 5,270 2,800

秩父市 統合認可

（第５次拡張）

Ｈ17.3 Ｈ17.4 67,470 41,800

第５次拡張

変更

Ｈ20.3 Ｈ23.4 67,470 41,800

簡易水道事業は旧秩父市に 2 事業、旧吉田町に 4 事業、旧大滝村に 4 事業、旧荒川村に 2 事

業あり、また飲料水供給事業は、旧大滝村に 1 事業、旧荒川村に 1 事業ある。簡易水道事業及

び飲料水供給事業は、平成 28年 4月広域化により、上水道に統合された。

地区名 事業名
直近認可

年度

直近竣工

年月

計画給水人口

（人）

計画１日最大給水量

（㎥/日） 

旧秩父地区
大谷日向簡水 Ｓ62 Ｈ2.2 115 41

南簡水 Ｈ2 Ｈ6.3 150 63

吉田地区

半納・沢戸簡水 Ｓ30 Ｓ31.6 219 81

中郷簡水 Ｓ38 Ｓ33.7 250 29

阿熊簡水 Ｓ50 Ｓ52.3 276 45

女形簡水 Ｓ61 Ｈ1.3 210 42

大滝地区

中津川簡水 Ｈ6 Ｈ10.3 110 90

三峰簡水 Ｓ55 Ｓ56.10 200 80

南部簡水

（栃本）
Ｓ58 Ｓ62.3 700 368

南部簡水

（落合）
Ｈ4 Ｈ7.3 400 249

東部簡水 Ｈ11 Ｈ4.3 370 185

荒川地区
谷津川簡水 Ｓ49 Ｓ53.3 3,440 1,700

安谷川簡水 Ｓ63 Ｈ4.3 4,800 2,210
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地区名 事業名
直近認可

年度

直近竣工

年月

計画給水人口

（人）

計画１日最大給水量

（㎥/日） 

大滝地区 中双里飲供 Ｓ54 Ｓ54.10 50 10

荒川地区 大指飲供 Ｓ55 Ｓ56.3 50 10

②横瀬町の水道事業沿革

横瀬町の上水道事業は、昭和 31年に市街地中心を給水区域とした関の入簡易水道の給水を開

始し、さらに昭和 35 年には、生川簡易水道が給水開始、昭和 37 年に両簡易水道を統合して上

水道事業に変更した。平成 23 年に上水道事業と簡易水道事業を統合、さらに平成 27 年には初

花飲料水供給事業を統合し、横瀬町上水道事業として運営を開始した。

事業名

（横瀬町上水道）

認可年度

年月

給水開始

年月

計画給水人口

（人）

計画１日最大給水量

（㎥/日） 

創設 Ｓ30.9 Ｓ31.7 2,250 270

第１期拡張 Ｓ31.10 Ｓ32.5 3,850 462

第２期拡張 Ｓ34.2 Ｓ35.4 5,850 762

第３期拡張 Ｓ37.12 Ｓ43.12 8,000 2,290

浄水方法変更 Ｓ48.3 Ｓ49.4 8,000 2,290

第４期拡張 Ｓ53.1 Ｓ55.4 18,000 9,708

第４期拡張変更 Ｓ55.6 Ｓ58.4 18,000 9,708

統合認可（第５期拡張） Ｈ23.4 H28.4 9,070 9,520

第５期拡張変更 Ｈ27.3 - 9,122 9,529

芦ヶ久保簡易水道は、大畑簡易水道事業として昭和 28 年に創設し、昭和 44 年に森下地区を

給水区域にして、名称を芦ヶ久保簡易水道事業に変更した。

事業名

（芦ヶ久保簡易水道）

認可年度

年月

直近竣工

年月

計画給水人口

（人）

計画１日最大給水量

（㎥/日） 

創設 Ｓ28.11 Ｓ28.11 250 38

第１期拡張 Ｓ44.10 Ｓ45.4 500 86

第２期拡張 Ｈ15.10 Ｈ17.4 340 168

③皆野町・長瀞町の水道事業沿革

皆野町・長瀞町の上水道事業は、昭和 37年に皆野・長瀞水道企業団として、両町の中心部を

給水区域として創設し、昭和 41 年に給水を開始した。

平成 16 年、17 年には、これまで皆野町、長瀞町で経営していた簡易水道事業を譲り受けた。

そして、平成 20 年に、上水道事業を経営する皆野・長瀞水道企業団と下水道事業を経営する

秩北衛生下水道組合が統合し、皆野・長瀞上下水道組合として運営を開始した。
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事業名 認可年月
給水開始

年月

計画給水人口

（人）

計画１日最大給水量

（㎥/日） 

創設 Ｓ37.12 Ｓ41.12 11,000 2,310

第１次拡張 Ｓ45.3 Ｓ48.3 11,400 2,394

第２次拡張 Ｓ50.7 Ｓ53.11 14,500 7,775

第３次拡張 Ｈ14.3 Ｈ15.4 18,431 8,100

第３次拡張変更 Ｈ15.2 Ｈ15.4 18,431 8,100

事業の全部譲り受け Ｈ16.7 Ｈ16.8 18,601 8,187

事業の全部譲り受け Ｈ17.3 Ｈ17.4 18,601 8,187

第４次拡張 Ｈ18.6 Ｈ26.4 18,743 8,155

④小鹿野町の水道事業沿革

小鹿野町の上水道事業は、昭和 41 年に給水を開始し、昭和 45 年に長若簡易水道を統合した。

簡易水道事業は、昭和 43 年に第一簡易水道事業、昭和 52 年に第二簡易水道事業、平成元年に

は、倉尾簡易水道事業を創設した。

旧両神村の水道事業は、昭和 43 年に両神村簡易水道を創設し、昭和 56 年には煤川簡易水道

事業を創設した。

その後、平成 17 年に小鹿野町と両神村が町村合併し、平成 23 年に上水道事業、簡易水道事

業を統合し、小鹿野町上水道事業として統一された。

事業名 認可年月
給水開始

年月

計画給水人口

（人）

計画１日最大給水量

（㎥/日） 

創設 Ｓ37.12 Ｓ41.2 6,000 1,510

第１次拡張 Ｓ45.3 Ｓ45.12 6,000 1,510

第２次拡張 Ｓ46.3 Ｓ47.3 8,000 2,430

第３次拡張 Ｓ51.3 Ｓ51.10 8,000 2,430

第４次拡張 Ｓ53.7 Ｓ53.12 8,300 2,525

第５次拡張 Ｓ56.9 Ｓ59.3 9,955 5,205

第６次拡張 Ｈ15.3 Ｈ17.4 9,340 5,300

簡水事業統合 Ｈ23.3 - 15,876 7,229



団体名 大正13年 昭和元年 昭和10年 昭和20年 昭和30年 昭和40年 昭和50年 昭和60年 平成5年 平成15年 平成25年 平成28年 令和3年

 ○大谷
平成２年

日向簡易水道事業

 ○南
平成６年

簡易水道事業

吉田
昭和３8年

町上水道事業

 ○半
昭和３１年

納、沢⼾簡易⽔道事業

   ○中郷
昭和３３年

簡易水道事業

 ○阿熊
昭和５２年

簡易水道事業

○女
平成元年

形簡易水道事業

○中津川
昭和４５年

簡易水道事業

 ○三峰
昭和５６年

簡易水道事業

 ○南部
昭和６２年

簡易水道事業(栃本）

  ○南部
平成７年

簡易水道事業(落合）

    ○中
昭和５４年

双里飲料水供給事業

     ○東部
平成４年

簡易水道事業

○谷
昭和５３年

津川簡易水道事業

    ○安谷
平成４年

川簡易水道事業

 ○大指
昭和56年

飲料水供給事業

○関
昭和３１年

の入簡易水道事業

    ○横瀬
昭和３７年

町上水道事業

○生
昭和３５年

川簡易水道事業

     ○大畑
昭和２８年

簡易水道事業     ○芦ヶ久保
昭和４４年

簡易水道事業

○初
昭和４７年

花飲料水供給事業

    ○皆野
昭和41年

・⻑瀞⽔道企業団上⽔道事業

○金沢
昭和４６年

簡易水道事業

○三沢
昭和３５年

簡易水道事業

○国神
昭和４５年

簡易水道事業

○樋口
昭和４９年

簡易水道事業

○宮沢
昭和３０年

簡易水道事業

 ○小鹿野
昭和４１年

町上水道事業

 ○⻑
昭和３６年

若簡易水道事業
 昭和45年統合

   ○第
昭和４３年

一簡易水道事業

  ○第
昭和５２年

二簡易水道事業

○倉尾
平成元年

簡易水道事業

   ○両神村
昭和４３年

簡易水道事業

  ○煤
昭和５６年

川簡易水道事業

２ －（７） 水 道 年 表

水

道

料

金

統

一

皆

野

・

⻑

瀞

上

下

水

道

組

合

旧秩父市

秩

父

広

域

市

町

村

圏

組

合

上

水

道

事

業

の

運

営

開

始

秩

父

市

小

鹿

野

町

旧小鹿野町

旧両神村

旧荒川村

旧大滝村

旧吉田町

横

瀬

町

皆野町

⻑瀞町

大正13年

○秩父市上水道事業

平成20年皆野・⻑瀞上下⽔道組合名称変更

創設年

旧市町村名

平成23年簡水統合

平成17年事業統合

平成27年簡水統合

平成23年簡水事業譲受け

平成17年簡水事業譲受け

平成16年簡水事業譲受け

平成１５年

○二本木簡易水道事業

-1
0
-



浄水場 施設能力別

姿見山浄水場

山口浄水場

橋立浄水場

小鹿野浄水場

別所浄水場

皆野浄水場

皆野町

小鹿野町

秩父市

横瀬町

煤川浄水場

三峰浄水場

大血川浄水場

南浄水場

中津川浄水場
中双里浄水場

栃本浄水場

落合浄水場

竹平浄水場

女形浄水場

倉尾浄水場

河原沢浄水場

半納浄水場

中郷浄水場

白岩浄水場

中井浄水場

初花浄水場

生川浄水場

大畑浄水場

森下浄水場

寺坂浄水場

高篠浄水場

三沢浄水場
大田浄水場

石間浄水場

金沢浄水場

大谷日向浄水場

浦島浄水場

三山浄水場

大指浄水場

10,000㎥/日以上

3,000㎥/日以上

1,000㎥/日以上

1,000㎥/日未満

2 99

1 40

1 40

2 99

塚越浄水場

谷津川浄水場 安谷川浄水場

長瀞町

-1
1
-

２ －（８） 浄 水 施 設 位 置 図
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３ 水 道 施 設 の 概 要

３ －（１）旧秩父市地区

橋立
は し だ て

浄水場

場所 秩父市荒川久那
く な

創設工事竣工 大正 13 年 10 月 28 日

水源 橋立川の表流水

浦山川の表流水

１日取水可能量 18,000ｍ3/日

１日浄水能力 18,000ｍ3/日

浄水処理方法 緩速ろ過＋急速ろ過

緩速ろ過 5,000ｍ3/日可能

急速ろ過 16,000ｍ3/日可能

配水方式 自然流下

埼玉県下で一番古い浄水場

別所
べ っ し ょ

浄水場

場所 秩父市別所

創設工事竣工 昭和 58 年 2月 15 日

水源 荒川の表流水

１日取水可能量 20,970ｍ3/日

１日浄水能力 20,000ｍ3/日

浄水処理方法 急速ろ過

配水方式 自然流下

（一部ポンプ圧送）

秩父広域最大の浄水能力を持つ浄水場

大田
お お た

浄水場（現在休止中）

場所 秩父市大田

創設工事竣工 昭和 37 年 3月 31 日

水源 赤平川の表流水

１日取水可能量 480ｍ3/日

１日浄水能力 440ｍ3/日

浄水処理方法 緩速ろ過

配水方式 自然流下
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高篠
た か し の

浄水場

場所 秩父市定峰
さ だ みね

創設工事竣工 昭和 50 年 3月 31 日

水源 定峰川の表流水

１日取水可能量 1,150ｍ3/日

１日浄水能力 460ｍ3/日

浄水処理方法 緩速ろ過

配水方式 自然流下

（一部ポンプ圧送）

大谷
お お が い

日向
ひ な た

浄水場

場所 秩父市浦山
う ら やま

創設工事竣工 平成 2年 2月 15 日

水源 大谷沢の表流水

１日取水可能量 41ｍ3/日

１日浄水能力 41ｍ3/日

浄水処理方法 急速ろ過

配水方式 自然流下

南
みなみ

浄水場

場所 秩父市浦山

創設工事竣工 平成 6年 3月 10 日

水源 唐沢の表流水

１日取水可能量 70ｍ3/日

１日浄水能力 63ｍ3/日

浄水処理方法 急速ろ過

配水方式 自然流下

３ －（２）吉田地区

石間
い さ ま

浄水場

場所 秩父市下吉田

創設工事竣工 昭和 39 年 10 月 31 日

水源 石間川の表流水

１日取水可能量 432ｍ3/日

１日浄水能力 400ｍ3/日

浄水処理方法 緩速ろ過

配水方式 自然流下

（一部ポンプ圧送）
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塚越
つ か ご し

浄水場

場所 秩父市上吉田

創設工事竣工 昭和 49 年 3月 31 日

改修工事竣工 平成 19 年 7月 17 日

水源 吉田川の伏流水

小川川の表流水

１日取水可能量 2,588ｍ3/日

１日浄水能力 2,588ｍ3/日

浄水処理方法 急速ろ過

配水方式 自然流下

（一部ポンプ圧送）

半納
は ん の う

浄水場

場所 秩父市吉田石間

創設工事竣工 昭和 31 年 6月 15 日

水源 岩城沢の伏流水

岩城沢の湧水

笹沢の伏流水

１日取水可能量 81ｍ3/日

１日浄水能力 81ｍ3/日

浄水処理方法 上向式緩速ろ過

配水方式 自然流下

中郷
な か ご う

浄水場

場所 秩父市吉田石間

創設工事竣工 昭和 33 年 7月 1日

水源 井戸沢の表流水

（井戸沢・・・石間川支流）

１日取水可能量 29ｍ3/日

１日浄水能力 29ｍ3/日

浄水処理方法 緩速ろ過

配水方式 自然流下

白岩
し ら い わ

浄水場

場所 秩父市吉田阿
あ

熊
ぐ ま

創設工事竣工 昭和 52 年 3月 31 日

水源 白岩沢の表流水

（白岩沢・・・阿熊川支流）

１日取水可能量 47ｍ3/日

１日浄水能力 47ｍ3/日

浄水処理方法 急速ろ過

配水方式 自然流下
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女形
お な が た

浄水場

場所 秩父市上吉田

創設工事竣工 平成元年 3月 31 日

水源 女形沢の表流水

（女形沢・・・吉田川支流）

１日取水可能量 46ｍ3/日

１日浄水能力 46ｍ3/日

浄水処理方法 緩速ろ過

配水方式 自然流下

３ －（３）大滝地区

中津川
な か つ が わ

浄水場

場所 秩父市中津川

創設工事竣工 昭和 45 年 7月 31 日

改修工事竣工 平成 10 年 3月 10 日

水源 大若沢の表流水

（大若沢・・・荒川水系中津川支流）

１日取水可能量 90ｍ3/日

１日浄水能力 90ｍ3/日

浄水処理方法 緩速ろ過

配水方式 自然流下

三
み つ

峰
み ね

浄水場

場所 秩父市三峰

創設工事竣工 昭和 56 年 10 月 10 日

水源 細谷沢の表流水

（細谷沢・・・荒川水系大砥沢支流）

１日取水可能量 88ｍ3/日

１日浄水能力 88ｍ3/日

浄水処理方法 緩速ろ過

配水方式 自然流下

埼玉県下で一番高い場所にある浄水場

栃本
と ち も と

浄水場

場所 秩父市大滝

創設工事竣工 昭和 62 年 3月 10 日

水源 ワサビ沢の表流水

（ワサビ沢・・・荒川水系滝川支流）

１日取水可能量 351ｍ3/日

１日浄水能力 351ｍ3/日

浄水処理方法 緩速ろ過

配水方式 自然流下

（一部ポンプ圧送）
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落合
お ち あ い

浄水場

場所 秩父市大滝

創設工事竣工 昭和 40 年 3月 31 日

改修工事竣工 平成 7年 3月 10 日

水源 栗尾沢の表流水

（栗尾沢・・・荒川水系支流）

１日取水可能量 249ｍ3/日

１日浄水能力 249ｍ3/日

浄水処理方法 緩速ろ過

配水方式 自然流下

大血
お お ち

川
が わ

浄水場

場所 秩父市大滝

創設工事竣工 平成 4年 3月 10 日

水源 西谷沢の表流水

（西谷沢・・・荒川水系大血川支流）

１日取水可能量 185ｍ3/日

１日浄水能力 185ｍ3/日

浄水処理方法 緩速ろ過

配水方式 自然流下

中双里
な か そ う り

浄水場

場所 秩父市中津川

創設工事竣工 昭和 54 年 10 月 31 日

水源 井戸沢の表流水

（井戸沢・・・荒川水系中津川の支流）

１日取水可能量 10ｍ3/日

１日浄水能力 10ｍ3/日

浄水処理方法 緩速ろ過

配水方式 自然流下

３ －（４）荒川地区

谷
や

津川
つ が わ

浄水場

場所 秩父市荒川白
し ろ

久
く

改修工事竣工 昭和 53 年 3月 25 日

水源 谷津川の表流水

１日取水可能量 1,752ｍ3/日

１日浄水能力 1,752ｍ3/日

浄水処理方法 緩速ろ過

配水方式 自然流下

（一部ポンプ圧送）
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安谷川
あ ん や が わ

浄水場

場所 秩父市荒川日野
ひ の

改修工事竣工 平成 4年 3月 10 日

水源 安谷川の表流水

１日取水可能量 2,460ｍ3/日

１日浄水能力 2,210ｍ3/日

浄水処理方法 緩速ろ過

配水方式 自然流下

（一部ポンプ圧送）

大指
お お ざ す

浄水場（水源・浄水施設は休止中）

場所 秩父市荒川贄
に え

川
が わ

創設工事竣工 昭和 56 年 3月 31 日

水源 栃沢の表流水

（栃沢・・・贄川の支流）

浄水処理方法 緩速ろ過

配水方式 自然流下

３ －（５）横瀬町地区

姿見山
す が た み やま

浄水場

場所 横瀬町大字横瀬

創設工事竣工 昭和 55 年

水源 姿の池（横瀬川の表流水）

１日取水可能量  8,000m³/日 

１日浄水能力   8,000m³/日 

浄水処理方法 緩速ろ過

配水方式 自然流下

（一部ポンプ圧送）

※横瀬川より取水し、秩父用水の水路を使用し、

姿の池まで導水している。

生川
う ぶ が わ

浄水場

場所 横瀬町大字横瀬

創設工事竣工 昭和 35 年

水源 生川の表流水

１日取水可能量   450m³/日 

１日浄水能力    450m³/日 

浄水処理方法 緩速ろ過

配水方式 自然流下

（一部ポンプ圧送）



- 18 -

山口
や ま ぐ ち

浄水場

場所 横瀬町大字横瀬

創設工事竣工 昭和 43 年

水源 横瀬川の表流水

１日取水可能量  1,760m³/日 

１日浄水能力   1,760m³/日 

浄水処理方法 緩速ろ過

配水方式 自然流下

（一部ポンプ圧送）

寺坂
て ら さ か

浄水場（現在は配水施設のみ使用）

場所 横瀬町大字横瀬

創設工事竣工 昭和 31 年

水源 曽沢川表流水

１日取水可能量  462m³/日 

１日浄水能力   462m³/日 

浄水処理方法 緩速ろ過

配水方式 自然流下

（一部ポンプ圧送）

森下
も り し も

浄水場

場所 横瀬町大字芦ヶ
あ し が

久保
く ぼ

創設工事竣工 昭和 45 年

水源 場内浅井戸

１日取水可能量  203m³/日 

１日浄水能力   144m³/日 

浄水処理方法 緩速ろ過

配水方式 自然流下

（一部ポンプ圧送）

（芦ヶ久保簡易水道（大畑浄水場）

の拡張事業として築造）

大畑
おおばたけ

浄水場

場所 横瀬町大字芦ヶ久保

創設工事竣工 昭和 28 年

水源 境沢の表流水

場内浅井戸

１日取水可能量  37.5m³/日 

１日浄水能力    24m³/日 

浄水処理方法 緩速ろ過

配水方式 自然流下
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中井
な か い

浄水場

場所 横瀬町大字芦ヶ久保

創設工事竣工 平成 25 年

水源 川戸入沢の表流水

１日取水可能量  29m³/日 

１日浄水能力   26m³/日 

浄水処理方法 緩速ろ過

配水方式 自然流下

（一部ポンプ圧送）

（芦ヶ久保簡易水道事業（大畑・森下浄水場）

の拡張事業として築造

初花
し ょ は な

浄水場

場所 横瀬町大字芦ヶ久保

創設工事竣工 昭和 47 年

水源 大木の沢の表流水

１日取水可能量  9.2m³/日 

１日浄水能力   9m³/日 

浄水処理方法 緩速ろ過

配水方式 自然流下

３ －（６）皆野町・長瀞町地区

皆野
み な の

浄水場

場所 皆野町大字皆野

創設工事竣工 昭和 37 年

水源 荒川の表流水

１日取水可能量  3,913 ㎥/日 

１日浄水能力   3,913 ㎥/日 

浄水処理方法 急速ろ過

配水方式 自然流下

（一部ポンプ圧送）

三沢
み さ わ

浄水場

場所 皆野町大字三沢

創設工事竣工 昭和 35 年

水源 長小根川の表流水

１日取水可能量  270 ㎥/日 

１日浄水能力   270 ㎥/日 

浄水処理方法 緩速ろ過

配水方式 自然流下

（一部ポンプ圧送）
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金沢
か ね ざ わ

浄水場

場所 皆野町大字金沢

創設工事竣工 昭和 46 年

水源 身馴川の表流水

１日取水可能量  56 ㎥/日 

１日浄水能力   56 ㎥/日 

浄水処理方法 緩速ろ過

配水方式 自然流下

３ －（７）小鹿野町地区

小鹿野
お が の

浄水場

場所 小鹿野町小鹿野

創設工事竣工 昭和 41 年 2月 28 日

水源 赤平川の表流水

１日取水可能量  5,500 ㎥/日 

１日浄水能力   5,500 ㎥/日 

浄水処理方法 急速ろ過

配水方式 自然流下

（一部ポンプ圧送）

三山
さ ん や ま

浄水場

場所 小鹿野町三山

創設工事竣工 昭和 43 年 10 月 31 日

水源 赤平川の表流水

１日取水可能量  424 ㎥/日 

１日浄水能力   337 ㎥/日 

浄水処理方法 緩速ろ過

配水方式 自然流下

(一部ポンプ圧送)

河
か

原沢
わ ら さ わ

浄水場

場所 小鹿野町河原沢

創設工事竣工 昭和 52 年 1月 13 日

水源 河原沢川の表流水

１日取水可能量  200 ㎥/日 

１日浄水能力   180 ㎥/日 

浄水処理方法 緩速ろ過

配水方式 自然流下

（一部ポンプ圧送）
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倉
く ら

尾
お

浄水場

場所 小鹿野町藤倉
ふ じ くら

創設工事竣工 平成元年 3月 10 日

水源 藤倉川の表流水

１日取水可能量  299 ㎥/日 

１日浄水能力   272 ㎥/日 

浄水処理方法 緩速ろ過

配水方式 自然流下

（一部ポンプ圧送）

浦島
う ら し ま

浄水場

場所 小鹿野町両神
りょうかみ

薄
すすき

創設工事竣工 昭和 43 年 12 月 20 日

水源 浦島沢の表流水

１日取水可能量  433 ㎥/日 

１日浄水能力   400 ㎥/日 

浄水処理方法 緩速ろ過

配水方式 自然流下

※竹平浄水場を補完するための送水を行う。

竹平
たけのたいら

浄水場

場所 小鹿野町両神薄

創設工事竣工 昭和 54 年 3月 31 日

水源 薄川の表流水

１日取水可能量  743 ㎥/日 

１日浄水能力   701 ㎥/日 

浄水処理方法 緩速ろ過

配水方式 自然流下

（一部ポンプ圧送）

煤
す す

川
が わ

浄水場

場所 小鹿野町両神
りょうかみ

小森
こ も り

創設工事竣工 昭和 56 年 3月 31 日

水源 森戸沢の表流水

１日取水可能量  33 ㎥/日 

１日浄水能力   30 ㎥/日 

浄水処理方法 急速ろ過

配水方式 自然流下
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４ 業 務

４ －（１）業務の状況

項 目 単位 R2年度 R3年度 増減

行政区域内人口 人 96,235 94,627 -1,608

計画給水人口 人 100,230 100,230 0

現在給水人口 人 94,823 93,280 -1,543

導送配水管延長 km 1,131 1,133 2

配水能力 ㎥／日 72,760 72,828 68

職員数 人 46 44 -2

年間総配水量 千㎥ 14,053 13,821 -232

一日最大配水量 ㎥ 46,775 47,091 316

一日平均配水量 ㎥ 38,501 37,865 -636

一日一人最大配水量 ℓ 493 505 12

一日一人平均配水量 ℓ 406 406 0

有収水量 千㎥ 11,412 11,308 -104

有収率 ％ 81.2 81.8 0.6

給水戸数 戸 40,606 40,525 -81

漏水修理件数
(一次側：水道局管理分)

件 935 865 -70

供給単価 円／㎥ 184.3 182.6 -1.7

給水原価 円／㎥ 198.6 197.7 -0.9
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４ －（２）料金表

（税別）

４ －（３）加入金表

13mm 1,960 円

20mm 3,660 円

25mm 5,300 円

30又は40mm 10,980 円

50mm 20,000 円

75mm 42,600 円

100mm 74,000 円

100mmを

超えるもの
155,000 円

70円 140円 165円 190円 210円

基本料金 水量料金（2月で１ｍ３につき）

メーター口径

の区分

料金

（2月につき）

1ｍ3〜

20ｍ3

21ｍ3〜

40ｍ3

41ｍ3〜

100ｍ3

101ｍ3〜

200ｍ3

201ｍ3

以上

（税別）

13ｍｍ 71,000円

20ｍｍ 190,000円

25ｍｍ 317,000円

30ｍｍ 1,020,000円

40ｍｍ 1,020,000円

50ｍｍ 1,520,000円

75ｍｍ 4,560,000円

100ｍｍ 8,150,000円

150ｍｍ 21,320,000円

メーター
口径区分

加入金
（1給水装置につき）
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５ 財 務

５ －（１）収益明細 (単位：円)

金額 構成比 金額 構成比 金額 割合

営業収益 2,163,935,456 72.0 2,182,428,740 73.7 18,493,284 0.9

給水収益 2,103,583,784 70.0 2,064,824,924 69.8 -38,758,860 -1.8

加入金 18,230,000 0.6 23,211,000 0.7 4,981,000 27.3

その他営業収益 42,121,672 1.4 94,392,816 3.2 52,271,144 124.1

営業外収益 829,141,023 27.6 776,018,903 26.3 -53,122,120 -6.4

受取利息及び配当金 1,675,183 0.1 1,668,491 0.1 -6,692 -0.4

他会計負担金 0 0.0 8,000 0.0 8,000 －

他会計補助金 361,665,232 12.0 375,669,000 12.7 14,003,768 3.9

補助金 60,289,199 2.0 1,675,000 0.1 -58,614,199 -97.2

長期前受金戻入 376,940,583 12.5 387,418,827 13.1 10,478,244 2.8

雑収益 28,570,826 1.0 9,579,585 0.3 -18,991,241 -66.5

特別利益 12,184,238 0.4 1,097,429 0.0 -11,086,809 -91.0

過年度損益修正益 166,750 0.0 1,097,429 0.0 930,679 558.1

その他特別利益 12,017,488 0.4 0 0.0 -12,017,488 -100.0

合 計 3,005,260,717 100.0 2,959,545,072 100.0 -45,715,645 -1.5

団体名
科目

R2年度 増減R3年度
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５ －（２）費用明細 (単位：円)

金額 構成比 金額 構成比 金額 割合

営業費用 2,527,254,561 91.2 2,527,489,685 94.8 235,124 0.0

原水及び浄水費 549,216,356 19.8 482,565,061 18.1 -66,651,295 -12.1

配水及び給水費 249,609,383 9.0 255,108,545 9.6 5,499,162 2.2

総係費 241,738,445 8.7 221,921,059 8.3 -19,817,386 -8.2

減価償却費 1,461,583,261 52.8 1,505,910,165 56.5 44,326,904 3.0

資産減耗費 25,107,116 0.9 61,984,855 2.3 36,877,739 146.9

営業外費用 116,385,437 4.2 95,536,830 3.6 -20,848,607 -17.9

支払利息及び企業債
取扱諸費

107,334,296 3.9 93,146,600 3.5 -14,187,696 -13.2

雑支出 9,051,141 0.3 2,390,230 0.1 -6,660,911 -73.6

特別損失 128,097,180 4.6 41,738,627 1.6 -86,358,553 -67.4

災害による損失 127,369,954 4.6 0 0.0 -127,369,954 -100.0

過年度損益修正損 727,226 0.0 41,738,627 1.6 41,011,401 5639.4

合 計 2,771,737,178 100.0 2,664,765,142 100.0 -106,972,036 -3.9

団体名
科目

R2年度 R3年度 増減
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５ －（３）要素別総費用分析表 (単位：千円)

金額 構成比 金額 構成比 金額 割合

職員給与費 210,417 7.9 201,778 7.7 -8,639 -4.1

動力費 134,073 5.1 146,646 5.6 12,573 9.4

光熱水費 135 0.0 122 0.0 -13 -9.6

通信運搬費 14,863 0.6 15,375 0.6 512 3.4

修繕費 129,689 4.9 127,432 4.9 -2,257 -1.7

材料費 1,171 0.0 2,618 0.1 1,447 123.6

薬品費 25,220 0.9 24,831 0.9 -389 -1.5

路面復旧費 9,930 0.4 8,623 0.3 -1,307 -13.2

委託料 390,978 14.8 311,570 11.9 -79,408 -20.3

負担金 49,591 1.9 53,144 2.0 3,553 7.2

受水費 0 0.0 0 0.0 0 0.0

支払利息 107,334 4.1 93,147 3.6 -14,187 -13.2

減価償却費 1,461,583 55.3 1,505,910 57.4 44,327 3.0

その他 108,656 4.1 131,629 5.0 22,973 21.1

合 計 2,643,640 100.0 2,622,825 100.0 -20,815 -0.8

団体名
科目

R2年度 R3年度 増減



経営比較分析表（令和3年度決算）
埼玉県 秩父広域市町村圏組合

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km2) 人口密度(人/km2) グラフ凡例
法適用 水道事業 末端給水事業 A4 非設置 - - - ■ 当該団体値（当該値）

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 現在給水人口(人) 給水区域面積(km

2
) 給水人口密度(人/km

2
) － 類似団体平均値（平均値）

平成28年4月から秩父市、横瀬町、皆野・長瀞上
下水道組合（皆野町、長瀞町）、小鹿野町の水道事
業が統合され、秩父広域市町村圏組合水道事業が開
始されました。この広域化による施設の統廃合によ
り、今後多くの経営指標において改善が期待できま
す。

当組合は大正13年、埼玉県内初の水道として事業
開始した施設を所有していることから、老朽化につ
いても県内で最も進んでいる状況です。「持続可能
な経営基盤の確保」は全国的な課題となっています
が、必要な投資と料金改定を先送りすることなく、
健全な投資・財政計画のもと事業を進めていきま
す。

今後も秩父地域が力を合わせ、安心・安全なおい
しい水を将来にわたって安定給水していきます。

249.24 【】 令和3年度全国平均

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

- 81.67 98.58 3,388 93,280

全体総括

374.26

①経常収支比率、②累積欠損金比率、⑤料金回収率
料金回収率、経常収支比率は、給水収益の減少に

伴い年々低下する傾向にあります。令和3年4月に料
金改定を行いましたが、構成市町繰入金により改定
率を抑える措置を講じているため、今後も料金回収
率の低下が懸念されています。累積欠損金は生じて
いません。
③流動比率

各年度、一時的な未払金の増減に伴い、数値が変
動していますが、例年ほぼ横ばいで推移しており、
資金の流動性に問題はありません。今後も将来の見
込みを踏まえながら流動資産の確保に努めます。
④企業債残高対給水収益比率

施設の更新ペースを上げていることから起債残高
も増加しています。企業債の過度の依存が経営を圧
迫しないよう計画的に施設の更新を進めます。
⑥給水原価、⑧有収率

有収率は類似団体を下回っていますが、老朽管の
更新ペースを上げることで改善に努めます。給水原
価は広域化によるスケールメリットにより減少傾向
にありましたが、災害復旧費が発生したR1～3年度
は数値が高くなっています。今後の経年化施設の更
新事業費の増大と水需要の減少が相まり、上昇して
いくことが見込まれます。
⑦施設利用率

人口減少に伴う水需要の減少に起因し、施設利用
率が低下しています。施設のダウンサイジングによ
り規模の適正化と経営状況の改善に努めます。

2. 老朽化の状況について

①有形固定資産減価償却率、②管路経年化率
管路の更新を鋭意進めていますが、浄水施設等の

老朽化も進んでいる状況です。今後も老朽化が進む
中、法定耐用年数を超えた漏水の多い管路を重点的
に更新していくことで数値の改善を目指します。
③管路更新率

ここ数年1.1％前後を維持していましたが、R3年
度は管路以外の更新工事に重点を置いたことで数値
が低下しました。投資・財政計画において現実的な
更新基準を設定し、優先順位の高い管路から計画的
に更新するよう努めます。今後も必要な更新を先送
りすることのないよう投資計画を常に見直し、必要
な財源確保に努めていきます。

2. 老朽化の状況
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６ 秩父広域市町村圏組合水道局の概要
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６ －（２）事務分掌

区分 分掌事務

各課・所共通 (1) 所管の文書の収発及び整理保管に関すること。

(2) 所管の職員の出張及研修に関すること。

(3) 所管の広報及び統計に関すること。

(4) 所管の予算及び決算に関すること

(5) 所管の契約及び入札に関すること。

(6) 所管の建設工事、業務委託等の検査に関すること。

(7) 所管の出納その他会計事務に関すること。

(8) 所管の資産の管理に関すること。

(9) 所管の車両の管理及び運用に関すること。

(10) 所管の施設及び設備の事故対策、危機管理に関すること。

(11) 所管のその他庶務事務に関すること。

経営企画課 (1) 条例、規則、規程等に関すること。

(2) 公印に関すること。

(3) 職員の給与及び服務に関すること。

(4) 労働組合に関すること。

(5) 財政及び資金計画に関すること

(6) 出納及び会計の総括事務に関すること

(7) 給水契約に関すること。

(8) 水道料金の徴収及び督促整理に関すること。

(9) 水道メーターの点検及び使用水量の認定に関すること。

(10) 給水停止の執行に関すること。

(11) 資産の取得及び処分に関すること。

(12) その他料金に関すること。

工務課 (1) 給水装置の新設、改造及び撤去に関すること。

(2) 漏水調査、修繕及び対策に関すること。

(3) 断水時の給水及び周知に関すること。

(4) 国有地及び道路の占用に関すること。

(5) 給水装置台帳に関すること。

(6) 水道メーターの貸与及び管理に関すること。

(7) 給水装置工事事業者の指定及び指導に関すること。

(8) 共同住宅の給水協定等に関すること。

(9) 工事資材の管理保管に関すること。

(10) 配水事業計画の策定及び総合調整に関すること。

(11) 配水施設台帳に関すること。

(12) 配水施設の管理に関すること。
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(13) 配水施設設計・施工及び監理に関すること。

(14) その他配水及び給水に関すること。

浄水課 (1) 水質管理に関すること。

(2) 水利権に関すること。

(3) 浄水場の業務に従事する者の衛生管理に関すること。

(4) 浄水の薬品類並びに器具及び設備の管理保管に関すること。

(5) 取水及び浄水事業計画の策定及び総合調整に関すること。

(6) 浄水施設台帳に関すること。

(7) 取水施設及び浄水施設の管理に関すること。

(8) 取水及び浄水施設設計・施工及び監理に関すること。

(9) その他取水及び浄水に関すること。

大滝・荒川事務所 (1) 漏水調査、修繕及び対策に関すること。

(2) 断水時の給水及び周知に関すること。

(3) 国有地及び道路の占用に関すること。

(4) 工事資材の管理保管に関すること。

(5) 浄水の薬品類並びに器具及び設備の管理保管に関すること。

(6) 配水及び取水、浄水事業計画の策定に関すること。

(7) 配水施設台帳及び浄水施設台帳に関すること。

(8) 取水施設及び浄水、配水施設の管理に関すること。

(9) 水質管理に関すること。

(10) 水利権に関すること。

(11) 浄水場の業務に従事する者の衛生管理に関すること。

(12) 配水及び取水、浄水施設設計・施工及び監理に関すること。

(13) その他取水、浄水、配水に関すること。

横瀬事務所 (1) 給水装置の新設、改造及び撤去に関すること。

皆野・長瀞事務所 (2) 漏水調査、修繕及び対策に関すること。

西秩父事務所 (3) 断水時の給水及び周知に関すること。

(4) 国有地及び道路の占用に関すること。

(5) 給水装置台帳に関すること。

(6) 水道メーターの貸与及び管理に関すること。

(7) 給水装置工事事業者の指導に関すること。

(8) 共同住宅の給水協定等に関すること。

(9) 工事資材の管理保管に関すること。

(10) 浄水の薬品類並びに器具及び設備の管理保管に関すること。

(11) 配水及び取水、浄水事業計画の策定に関すること。
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(12) 配水施設台帳及び浄水施設台帳に関すること。

(13) 取水施設及び浄水、配水施設の管理に関すること。

(14) 水質管理に関すること。

(15) 水利権に関すること。

(16) 浄水場の業務に従事する者の衛生管理に関すること。

(17) 配水及び取水、浄水施設設計・施工及び監理に関すること。

(18) その他取水、浄水、配水及び給水に関すること。
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７ ちちぶ広域水道お客様センター

水道局では、サービスの向上と経営の効率化を図るため、平成２８年４月１日から秩父広

域市町村圏組合水道局別所浄水場内に『ちちぶ広域水道お客様センター』を開設しました。

これまで秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町の水道事業で取り扱っていた水道料

金に関する業務の窓口は一本化されました。

運営は民間会社の(株)両毛システムズが責任を持って行い、民間のノウハウを生かしたコ

スト削減とサービスの向上をめざします。

●開設場所：秩父広域市町村圏組合水道局別所浄水場内

(秩父市別所５３８番地)

●営業時間：月曜日～金曜日 午前８時３０分～午後５時１５分

（祝祭日、年末年始を除く）

●取扱業務：①お客様への窓口対応

②水道の使用開始・使用中止等の受付、現地での開閉栓作業

③水道メーターの検針

④水道料金・下水道使用料の請求及び収納

⑤その他の水道料金に関する業務

⑥給水装置工事の受付

８ 秩父広域圏の位置と交通
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鉄 道 利 用 の 場 合

車 利 用 の 場 合

池袋から西武池袋線（特急）で西武秩父まで約 80分

上野から高崎線で熊谷まで約 60 分、秩父鉄道（急行）

に乗換えて秩父駅まで約 50 分

関越自動車道 練馬 IC.から花園 IC.まで約 50 分

国道 140 号で約 30分





附 属 資 料

◎ 県内水道の将来像とあるべき姿

【埼⽟県⽔道整備基本構想〜埼玉県水道ビジョン 〜（令和 5 年 3 月改定）より抜粋

（14ｐ〜17ｐ、74ｐ〜75ｐ、85ｐ〜86ｐ）】
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3. 圏域の区分 

前ビジョンでは、水道の広域的な整備を円滑に推進するため、地理的・社会的条件との一体

性を考慮して、図 3-1 及び表 3-1 のとおり、埼央広域水道圏と秩父広域水道圏の 2 つに区分し

ている。 

本ビジョンの圏域区分は、県内の水供給システムの現況及び今後の水道整備の方向性から、

前ビジョンの圏域区分が適当であると考えられるため、以下に示す 2つの圏域区分とする。 

  ○埼央広域水道圏 

   埼玉県水道用水供給事業により供給している 57市町とその西側に隣接する 1村を加え 

    た 58市町村。 

  ○秩父広域水道圏 

   秩父市をはじめとする地形としての地理的条件、商圏等としての社会的条件からみて 

   一体性の強い秩父郡市からなる地域（東秩父村は埼央広域水道圏）であり、平成 17年 

   4月に 1市 1町 2村で合併した秩父市、同年 10月に 1町 1村で合併した小鹿野町のほか 

   横瀬町、皆野町、長瀞町の 1市 4町。上水道事業※1としては平成 28年 4月に事業統合 

    を行い、秩父広域市町村圏組合のみとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 圏域の区分 

 

 

 

 

 

 

 ※1 計画給水人口が 5,001人以上の水道。 
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表 3-1 圏域の区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）「埼玉県の水道」（令和元年度データ）、「埼玉県 5か年計画」における埼玉県推計値（令和 12年度データ） 

 

 

 

  

給水区域面積 給水人口

川 越 市 熊 谷 市 川 口 市 さ い た ま 市

行 田 市 所 沢 市 飯 能 市 加 須 市

本 庄 市 東 松 山 市 春 日 部 市 狭 山 市

羽 生 市 鴻 巣 市 深 谷 市 上 尾 市

草 加 市 越 谷 市 蕨 市 戸 田 市

入 間 市 朝 霞 市 志 木 市 和 光 市

新 座 市 桶 川 市 久 喜 市 富 士 見 市

北 本 市 八 潮 市 ふ じ み 野 市 三 郷 市

蓮 田 市 坂 戸 市 幸 手 市 鶴 ヶ 島 市

吉 川 市 日 高 市 伊 奈 町 三 芳 町

毛 呂 山 町 越 生 町 滑 川 町 嵐 山 町

小 川 町 川 島 町 吉 見 町 鳩 山 町

美 里 町 神 川 町 上 里 町 寄 居 町

宮 代 町 白 岡 市 杉 戸 町 松 伏 町

と き が わ 町 東 秩 父 村

秩 父 市 横 瀬 町 皆 野 町 長 瀞 町

小 鹿 野 町

構　成　市　町　村　名

埼
央
広
域
水
道
圏

2,615.72km2

令和元年度
7,231,666人

令和12年度
7,100,951人

計　39市　18町　1村　　

秩
父
広
域
水
道
圏

374.26km2

令和元年度
93,503人

令和12年度
80,550人

計　1市　4町



 

16 

【参考】圏域区分設定の経緯 

 

〇昭和 52年 3月策定の広域的整備基本構想における圏域区分 

中間目標年である昭和 60 年（1985 年）までに北部広域水道圏において県営の水道用水供給

事業を開始し、最終目標年である昭和 75年（2000年）までに圏域内の水道事業の一元化を図る

ことを目的として計画されており、3つの圏域が設定された。 

 

南部広域水道圏（30 市町村） 

中央第一、東部第一、西部第一水道

により水道用水を受水している県南

部 28 市町（広域第一地域）と、これ

に接する飯能市、名栗村（飯能地域）

を加えた地域。 

北部広域水道圏（53 市町村） 

広域第二水道の対象である 46 市町

村に、本庄市をはじめとする児玉郡市

等の 7市町村を加えた地域。 

秩父広域水道圏（9市町村） 

秩父市をはじめとする秩父郡市の

9市町村。この圏域は、山で囲まれ秩

父盆地を中心とした、地理的歴史的にまとまりをもつ荒川水系の山間山添い地域であり、他の

広域行政サービス圏としてもまとまっている。 

 

〇昭和 62年 2月策定の埼玉県水道整備基本構想における圏域区分 

平成 12年度（2000 年）を目標年度とし、北部広域水道圏と南部広域水道圏を広域的かつ合理

的に整備することにより、将来にわたり安全で安定した給水体制の確立、料金をはじめとする

給水サービスの均等化等を図ることを目的として計画されており、2つの圏域が設定された。 

 

埼央広域水道圏（83 市町村） 

広域第一水道用水供給事業、広域

第二水道用水供給事業の供給対象で

ある 60市町村とその西側に隣接する

23市町村を加えた地域。 

秩父広域水道圏（9市町村） 

秩父市をはじめとする秩父郡市

（東秩父村は埼央広域水道圏）の 9市

町村。 

  

北部広域水道圏 

南部広域水道圏 

秩父広域水道圏 

昭和 52年 3月策定の 

広域的整備基本構想における圏域区分 

埼央広域水道圏 

秩父広域水道圏 

昭和 62年 2月策定の 

埼玉県水道整備基本構想における圏域区分 
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〇平成 16年 1月改定の埼玉県水道整備基本構想における圏域区分 

平成 35年度（2023 年）を目標年度とし、昭和 62年策定の構想と同様に、埼央広域水道圏と

秩父広域水道圏の 2つの圏域とする。 

埼央広域水道圏の神泉村、東秩父村、名栗村の 3 村については、水道用水供給事業の受水団

体ではないが、地理的・社会的条件を考慮すると埼央広域水道圏に含めることが適当であると

した。 

 

埼央広域水道圏（81 市町村） 

埼玉県水道用水供給事業により供

給している 78市町村とその西側に隣

接する 3村を加えた 81市町村。 

秩父広域水道圏（9市町村） 

秩父市をはじめとする秩父郡市

（東秩父村は埼央広域水道圏）の 9市

町村。 

 

 

 

 

 

 

  

埼央広域水道圏 

秩父広域水道圏 

平成 16年 1月改定の 

埼玉県水道整備基本構想における圏域区分 
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6. 事業運営の基本方針 
 

6.1. 県内水道の将来像（あるべき姿） 
 

(1) 基本理念 

水道は人々の日常生活や事業活動に不可欠なライフラインであり、県内水道は、将来にわた

って県民に安全な水を安定供給する使命がある。  

一方、これまで記述したとおり、水道が取り組むべき課題は山積している。特に人口減少等

の社会構造の変化に伴い、将来的に水需要の減少による給水収益の減少が懸念される状況下に

あって、健全な経営を維持するため「財政基盤」の強化を図ること、水道施設の計画的な更新

や耐震化等の災害対策に取り組み「施設基盤」の強化を図ること、人材を確保・育成して技術

を継承し「技術基盤」の強化を図ることが求められる。 

水道の基盤強化を図る上で事業統合が有効とされていることから、将来の県内水道１本化を

見据え、これまで、県内を 12のブロックに分け、市町村が経営する水道事業をブロック単位で

統合することを目指してきたところであるが、市町村ごとに事業の運営状況や統合の必要性に

ついての認識が異なるため、事業統合の実現に至ったのは秩父地域のブロックにとどまってお

り、他のブロックでは進展が見られない状況である。 

こうした状況を踏まえ、各事業者がそれぞれの実情に応じた取組を展開し、着実に基盤強化

を図ることができるよう、今後は事業統合に限らない様々な取組を加え、多様な広域化を推進

する必要がある。 

中でも、運営状況が悪化している水道事業者の基盤強化を図る取組は特に重要であり、県行

政、水道用水供給事業者、大規模水道事業者などを中心とした広域的な支援が求められる。 

さらに、運営状況が安定している事業者においても、将来的に運営状況が悪化する懸念もあ

るため、現在のうちから危機感をもって必要な広域化に取り組むことが求められる。  

以上のことから、本県の水道については、将来の県内水道１本化も見据えつつ、多様な広域

化に取り組み、県内水道事業者等の財政基盤、施設基盤、技術基盤を強化し、恒久的に安全な

水を県民に提供できる体制の構築を目指していく。 

 

(2) 目標年度における広域化の形態 

本ビジョンの目標年度である令和 12 年度（約 10 年後）の広域化の形態については、各水道

事業者等の実情に応じた多様な広域化を実現することを目標として定めることとする。  
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6.2. 基本方針 

基本理念に基づき、今後の課題を踏まえた上で、表 6-1 のとおり、新たな基本方針及びそれ

ぞれの基本施策を設定する。 

 

表 6-1 本ビジョンの基本方針及び基本施策 

 基本方針１ 【安全】安心快適な給水の確保 

 〈基本施策〉 （関連課題） 

1）水質管理体制の強化 ① 

2）水源の水質汚濁に対する適切な対応 ② 

3）県民ニーズに応じた良質な水の供給 ③ 

4）給水水質の向上 ④ 

 基本方針２ 【強靭】災害対策等の充実 

 〈基本施策〉 （関連課題） 

 1）県全体としての水源の有効利用 ⑤ 

2）災害に強い水道の構築 ⑥ 

 基本方針３ 【持続】経営基盤の強化、県民サービスの向上 

 〈基本施策〉 （関連課題） 

 1）技術基盤の強化 ⑦ 

2）施設基盤の強化 ⑧ 

3）財政基盤の強化 ⑨ 

4）県民に理解を求めるための情報提供 ⑩ 

5）環境負荷の低減 ⑪ 

6）国際貢献の継続・拡充 ⑫ 

7）ＤＸの推進 ⑬ 

8）計画の適切な進行管理 ⑭ 

9）多様な広域化の推進による基盤強化 ⑮ 
 

注）関連課題の番号は、5.3 課題のまとめで抽出した課題番号に対応する。 
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→核となる事業者を中心に近隣事業者間の多様な広域化を検討するブロック
　　1、3、4、5、7、9、11ブロック
→水道用水供給事業者を中心に近隣事業者間の多様な広域化を検討するブロック
　　2、6、10ブロック
→大規模事業者として県内事業者に技術的な支援等を行うブロック
　　8ブロック
→水平統合を実現した事業者として県内事業者に統合に係る助言等を行うブロック
　　12ブロック

7.2. 広域化の推進体制 

広域化を計画的・効率的に推進していくため、引き続き図 7-2のとおり、県内 12ブロック単

位で広域化に係る検討を行うものとし、各ブロックに設置されている検討部会を活用する。 

検討部会は、図 7-2、図 7-3のとおり、ブロック内の水道事業者で構成され、一部ブロックに

ついては水道用水供給事業者も構成員となる。 

また、県行政は積極的にコーディネートを行うものとし、検討内容によっては、他ブロック

の水道事業者、水道用水供給事業者、県民及び専門的な知識を持つ有識者なども参加できるも

のとする。 

検討部会は、現在抱えている課題、将来の収支見通しや施設整備計画の最新情報などを常に

共有する。その上で広域化に係る取組を検討し、目標を立て、実施へ向けた作業を行う。 

なお、多様な広域化を進める観点から、必要に応じ、ブロック内の一部の水道事業者による

検討、異なるブロックの水道事業者による検討、異なるブロックの水道事業者と水道用水供給

事業者による検討など、12ブロックの枠組みによらない単位での検討も行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-2 県内 12 ブロック分割図 
 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-3 検討部会の構成 

検討部会 専門部会 

【構成員】 

・ブロック内事業者（＋県企業局） 

・県行政 

※具体的な検討・作業 

 を行う下部組織 

【事務局】 

・ブロック内事業者（＋県企業局）から選任 

必要に応じて 
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○さいたま市（第 8ブロック）、秩父広域市町村圏組合（第 12ブロック）について 

この 2 つのブロックは統合済みであるが、更なる施設統廃合や技術継承体制の構築、適正な 

料金水準の検討など、より一層の基盤強化に取り組むとともに、次のような県全体の広域化の

推進に寄与する役割を果たすものとする。 

さいたま市については、地下水取水、末端給水のノウハウを持つ大規模事業者として、他の

県内事業者へ技術支援等を行う役割が期待される。 

秩父広域市町村圏組合については、1 市 4 町による事業統合を実現したノウハウをもつ先進

事業者として、他の県内事業者へ事業統合に関する助言等を行う役割が期待される。 

なお、秩父広域市町村圏組合は施設統廃合等の広域化に関する事業に取り組んでいるところ

であり、秩父地域の事業統合がしっかりと成果をもたらすよう県全体でバックアップする必要 

がある。 

具体的には、広域化に関する事業について、確実な補助金交付による財政的支援、技術系職 

員の派遣による技術的支援を継続するほか、施設統廃合に伴う余剰水源の有効活用など、今後 

事業を進める上で生じる様々な課題について、県全体で対応を検討していく。 
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